
序
に
か
え
て

福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
の
第
三
巻
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
本
書
『
若
狭
国
小
浜
町
人
の
珍
事
等
書

留
日
記
』
は
、
江
戸
時
代
後
期
、
譜
代
大
名
酒
井
氏
の
城
下
町
、
若
狭
国
小
浜
で
起
こ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事

を
、
米
商
人
で
あ
り
藩
の
米
手
形
御
用
達
を
勤
め
た
小
浜
の
一
町
人
が
記
し
た
日
記
体
の
記
録
で
あ
る
。

体
裁
は
、
縦
二
四
・
〇
セ
ン
チ
、
横
一
七
・
二
セ
ン
チ
、
袋
綴
で
、
厚
紙
の
表
紙
を
持
つ
。
帖
数
は
全
一
四
二
帖

で
あ
り
、
墨
付
き
は
一
二
九
帖
、
白
紙
一
三
帖
を
残
す
。

『
若
狭
国
小
浜
町
人
の
珍
事
等
書
留
日
記
』（
以
下
『
書
留
日
記
』
と
略
記
）
は
、
本
書
刊
行
に
あ
た
っ
て
編

者
が
与
え
た
名
称
で
あ
る
。
原
表
紙
に
は
、

「
嘉
永
七
甲
寅
年
写
之

当
所
珍
事
・
御
触

大
飢
饉
・
仕
法
立
書
留
日
記

　
　
并
ニ
出
水
・
地
震
・
臨
時
・
変
死
・
流
行
・
吉
凶
・
興
行
事
色
々

　
　
寛
政
十
一
年
ヨ
リ
□
　
　
　
大
北
氏
　
　
　
　
　
　
　 

」

と
あ
り
、
こ
の
表
紙
か
ら
、
こ
の
『
書
留
日
記
』
が
、「
当
所
」
小
浜
で
起
こ
っ
た
珍
事
、
小
浜
に
出
さ
れ
た

「
御
触
」、「
大
飢
饉
」、「
仕
法
立
」
を
主
た
る
内
容
と
し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
に
「
出
水
・
地
震
・
臨
時
・
変
死
・

流
行
・
吉
凶
・
興
行
」
な
ど
を
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
『
書
留
日
記
』
と
同
時
期
に
、

同
記
主
に
よ
る
別
の
主
題
で
作
成
さ
れ
た
「
書
留
日
記
」
二
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
表
紙
は
、

「
嘉
永
七
甲
寅
年
写
之

当
所
出
火

諸
国
珍
事
書
留
日
記

文
化
十
四
年
ヨ
リ
□
　
　
　
大
北
氏
」



「
嘉
永
七
甲
寅
年
□
（
写
□之）

殿
様
吉
凶
　

御
役
人
役
替
書
留
日
記

文
化
六
年
ヨ
リ
　
　
　
大
北
氏
」

と
あ
る
。
冒
頭
に
本
『
書
留
日
記
』
と
同
様
、「
嘉
永
七
甲
寅
年
写
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
「
書

留
日
記
」
が
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
同
時
に
作
成
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
分
か
り
、
相
互
に
参
照
す
る
こ
と

で
、
よ
り
多
く
の
事
柄
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
回
の
刊
行
で
は
、
当
時
の
小
浜
の
様
子
を
最
も
豊
か
に
描

く
第
一
冊
目
を
そ
の
対
象
と
し
た
。
な
お
、
第
一
冊
目
と
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
第
二
冊
目
の
「
当
所
出
火
」

の
部
分
を
、
付
録
と
し
て
巻
末
に
収
め
る
こ
と
に
し
た
。

さ
て
、
本
『
書
留
日
記
』
の
記
主
は
、
城
下
町
小
浜
の
中
心
街
で
あ
る
瀬
木
町
（
巻
末
参
考
資
料
参
照
）
に
住

し
た
井
筒
屋
（
大
北
）
の
五
代
目
当
主
、
勘
右
衛
門
で
あ
る
。
勘
右
衛
門
は
、
米
穀
や
木
綿
を
商
う
か
た
わ
ら
質

屋
も
営
ん
で
い
た
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
八
月
二
日
、
藩
よ
り
米
手
形
会
所
御
用
達
に
任
じ
ら
れ
、
明
治

初
年
ま
で
そ
の
役
を
勤
め
、
そ
の
間
に
「
大
北
」
姓
を
名
乗
る
こ
と
を
免
許
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
正
月
二
十
四
日
に
、
他
の
者
と
と
も
に
御
用
達
を
免
じ
ら
れ
、
同
年
閏
十
月
二
日
に
は
「
融
通
会

社
取
締
御
用
掛
」
の
一
人
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
同
四
年
二
月
十
八
日
に
、
宿
老
退
役
願
と
隠
居
願
を
提
出

し
、
同
二
十
二
日
、
こ
れ
を
認
め
ら
れ
、
勘
助
と
改
名
し
た
。

城
下
町
小
浜
は
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
は
五
二
町
と
な
り
、
町
奉
行
の
支
配
の
下
、
町
年
寄
、
宿
老
を

通
し
て
運
営
さ
れ
た
。
町
年
寄
は
惣
町
を
代
表
す
る
役
職
で
、
城
下
有
力
町
人
二
人
が
任
じ
ら
れ
、
町
奉
行
支
配

下
の
小
頭
（
二
人
）
と
と
も
に
町
会
所
で
業
務
を
行
っ
た
。
宿
老
は
町
庄
屋
（
名
主
）
に
当
た
る
も
の
で
各
町
と

も
二
人
ず
つ
設
け
ら
れ
た
。
は
じ
め
は
肝
煎
と
称
さ
れ
た
が
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
宿
老
に
改
め
ら
れ

た
と
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
五
人
組
頭
の
協
力
も
得
て
仕
事
を
進
め
た
。



井
筒
屋
勘
右
衛
門
家
は
、
少
な
く
と
も
四
代
目
に
は
瀬
木
町
に
住
み
、
四
代
勘
右
衛
門
は
、
文
化
十
年

（
一
八
一
三
）
か
ら
九
年
間
、
瀬
木
町
の
「
宿
老
役
」
を
勤
め
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
こ
ろ
家
督
を
こ
の

『
書
留
日
記
』
の
記
主
で
あ
る
五
代
目
勘
右
衛
門
に
譲
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
四
代
目
勘
右
衛
門
は
、
隠

居
後
、「
勘
左
衛
門
」
を
称
し
た
。ま
た
、
井
筒
屋
勘
右
衛
門
家
は
、
天
保
四
年
の
小
浜
で
の
打
ち
こ
わ
し
に
あ
っ

た
一
〇
軒
の
う
ち
の
一
家
で
あ
り
、
こ
の
段
階
に
は
す
で
に
有
力
な
米
商
人
で
あ
っ
た
。
な
お
、
本
『
書
留
日

記
』
で
、「
手
前
」
と
み
え
る
の
は
、「
井
筒
屋
勘
右
衛
門
」
家
の
こ
と
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
は
、
先
に
あ
げ
た
原
表
紙
の
記
載
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
詳
し
く
紹
介

し
て
お
こ
う
。

記
事
は
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
始
ま
る
が
、
そ
の
あ
と
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
ま
で
記
事
は
な

く
、
そ
の
後
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
ま
で
は
飛
び
飛
び
に
記
述
が
み
え
る
。
天
保
七
年
以
降
、
記
事
は
周
密

と
な
る
が
、
表
紙
に
「
嘉
永
七
甲
寅
年
写
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
嘉
永
七
年
ま
で
は
そ
れ
以
前
の
記
事
を
手
許
の

記
録
に
も
と
づ
き
な
が
ら
編
年
・
日
記
体
で
振
り
返
っ
て
記
載
し
た
よ
う
で
あ
る
。
嘉
永
七
年
以
降
は
、
編
年
で

書
き
継
が
れ
、
明
治
五
年
二
月
で
終
わ
っ
て
い
る
。

最
初
の
記
事
が
み
え
る
寛
政
十
一
年
は
、
小
浜
藩
が
幕
府
に
米
手
形
（
藩
札
）
の
発
行
認
可
を
求
め
そ
れ
が
許

可
さ
れ
、
米
手
形
会
所
が
開
設
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
井
筒
屋
勘
右
衛
門
が
米
手
形
御
用
達
と
な
っ

た
こ
と
に
関
連
し
、
そ
の
心
覚
え
と
し
て
、
米
手
形
会
所
の
始
ま
り
を
書
き
留
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

文
化
四
年
の
記
事
は
、
小
浜
を
襲
っ
た
大
洪
水
と
そ
れ
に
よ
る
自
家
の
被
害
、
そ
の
後
は
主
と
し
て
大
雪
・
大

雨
等
の
異
常
気
候
と
米
価
の
動
向
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、
天
保
四
年
の
打
ち
こ
わ
し
の
様
子
が
、
自
家
の
対
応
も

含
め
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

記
事
が
周
密
と
な
る
天
保
七
年
は
、
天
保
四
年
に
つ
づ
く
大
飢
饉
の
年
で
あ
る
。
同
四
年
の
一
揆
・
打
ち
こ
わ



し
を
経
験
し
た
藩
は
、
同
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
諸
国
か
ら
の
買
米
に
よ
る
米
穀
確
保
を
進
め
、
ま
た
難
渋
人

へ
の
低
価
格
で
の
払
米
、
施
粥
な
ど
を
実
施
し
た
。
こ
う
し
た
藩
の
施
策
を
実
際
に
担
っ
た
の
は
小
浜
の
米
屋
仲

間
や
「
見
柄
」「
身
柄
」
の
有
力
町
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
さ
な
か
の
天
保
八
年
二
月
、
こ
の
『
書
留
日
記
』

の
記
主
で
あ
る
井
筒
屋
勘
右
衛
門
は
、
米
手
形
御
用
達
の
一
人
に
任
じ
ら
れ
、
こ
の
飢
饉
対
策
に
も
当
事
者
と
し

て
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
記
事
の
周
密
化
の
直
接
的
要
因
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
天
保
七
年

か
ら
八
年
に
か
け
て
「
天
保
七
丙
申
年
凶
作
ニ
付
大
飢
饉
書
留
」
の
項
目
の
も
と
、
米
価
の
動
向
、
難
渋
人
へ
の

払
米
仕
法
、
社
倉
米
、
施
粥
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
な
記
事
を
書
き
残
し
て
い
る
。

表
紙
に
記
さ
れ
た
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
は
、
小
浜
町
の
ほ
ぼ
全
域
を
焼
き
尽
く
す
大
火
の
あ
っ
た
年
の
翌

年
に
あ
た
る
。
こ
の
大
火
は
い
さ
さ
か
大
げ
さ
で
あ
る
が
「
古
今
稀
成
大
日
本
ニ
も
無
之
候
大
火
」
と
『
書
留
日

記
』
が
記
す
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
小
浜
最
大
の
大
火
災
で
あ
っ
た
。
こ
の
火
事
で
瀬
木
町
に
あ
っ
た
井
筒
屋
勘

右
衛
門
の
家
も
蔵
と
と
も
に
焼
け
落
ち
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
『
書
留
日
記
』
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
大
火

が
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
記
事
は
手
許
に
あ
っ
た
記
録
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
嘉
永
七

年
の
翌
年
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
冒
頭
の
一
つ
書
き
の
「
一
」
の
字
の
高
さ
に
明
ら
か
な
変
化
が
み
ら
れ
、
こ

の
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
年
以
降
は
、
編
年
・
日
記
体
で
そ
の
時
々
の
出
来
事
を
書
き
留
め
て
い
る
。
そ
し

て
、
記
事
は
、
米
手
形
会
所
の
後
身
で
あ
る
「
貨
幣
方
」
が
「
町
役
所
」
と
な
る
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
二
月

十
六
日
に
終
わ
る
。

始
ま
り
が
米
手
形
会
所
の
開
設
で
あ
り
、
記
事
の
か
な
り
の
部
分
が
米
価
変
動
の
記
事
を
含
め
米
手
形
会
所
あ

る
い
は
米
手
形
御
用
達
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
最
後
が
米
手
形
会
所
の
後
身
「
貨
幣
方
」
が
「
町
役
所
」
と

な
っ
た
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
『
書
留
日
記
』
は
、
米
手
形
御
用
達
と
し
て
の
井
筒
屋

勘
右
衛
門
の
記
録
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。



し
か
し
、
内
容
は
、
そ
の
職
務
だ
け
を
記
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
表
題
に
「
当
所
珍
事
・
御
触
・
大
飢

饉
・
仕
法
立
」
と
あ
り
、
ま
た
表
紙
の
注
記
に
「
出
水
・
地
震
・
臨
時
・
変
死
・
流
行
・
吉
凶
・
興
行
事
色
々
」

と
注
記
さ
れ
た
よ
う
に
小
浜
に
関
す
る
多
種
多
様
の
記
事
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

「
当
所
珍
事
」
は
、
何
を
も
っ
て
珍
事
と
す
る
か
判
断
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
『
書
留
日
記
』
が

「
前
代
未
聞
之
御
事
」
と
し
た
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
暮
の
一
丈
（
約
三
メ
ー
ト
ル
）
を
越
す
大
雪
に
よ
っ

て
「
大
年
（
年
末
）」
の
取
引
が
藩
主
の
命
で
正
月
晦
日
に
延
期
さ
れ
た
こ
と
や
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の

継
母
殺
し
の
磔
一
件
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
御
触
」
は
、
倹
約
令
、
藩
の
仕
法
替
等
の
触
書
類
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
米
手
形
会
所
に
関
す
る
も
の
が
多

い
。
ま
た
天
保
改
革
時
の
幕
府
法
令
・
藩
法
令
そ
し
て
そ
れ
ら
へ
の
具
体
的
対
応
も
詳
細
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、
こ
の
『
書
留
日
記
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
、『
小
浜
市
史
』
藩
政
史
料
編
三
に
収

め
ら
れ
て
い
な
い
触
が
か
な
り
み
ら
れ
る
。

「
大
飢
饉
」
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
つ
い
て
は
詳
細
な
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
の
凶
作
の

様
子
や
そ
れ
へ
の
施
米
・
施
粥
な
ど
の
対
応
策
な
ど
の
記
事
も
少
な
く
な
い
。「
仕
法
立
」
は
、
藩
の
財
政
改
革

に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
史
料
で
し
か
知
り
得
な
い
事
柄
が
多
く
み
ら
れ
る
。
具
体
的
内
容
は
、『
福
井
県
史
』

通
史
編
４
近
世
二
、『
小
浜
市
史
』
通
史
編
上
巻
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
出
水
」
に
つ
い
て
は
、
小
浜
を
中
心
と
し
た
洪
水
の
様
子
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
大
雪
・
大
風
・
雹
・
雷
等
、

気
象
・
気
候
に
関
す
る
記
事
も
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
地
震
」
の
記
事
は
、
小
さ
な
も
の
ま
で
か
な
り
克
明
に

記
さ
れ
て
お
り
、
地
震
へ
の
関
心
の
高
さ
を
思
わ
せ
る
。「
変
死
」
に
つ
い
て
は
、
雷
に
よ
る
死
人
、
ふ
ぐ
を
食

し
て
の
死
亡
記
事
の
ほ
か
殺
人
・
自
殺
・
事
故
死
な
ど
の
記
事
も
み
え
る
。「
流
行
」
に
つ
い
て
は
、
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
の
「
こ
ろ
り
」（
コ
レ
ラ
）
の
流
行
と
そ
れ
へ
の
対
応
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。



「
興
行
」
に
は
、
角
力
・
能
・
猿
楽
・
狂
言
・
浄
瑠
璃
・
貝
細
工
見
世
物
、
力
持
、
曲
持
、
曲
駒
廻
、
噺
物
ま

ね
、
芝
居
噺
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
京
都
・
大
坂
か
ら
呼
び
寄
せ
た
興

行
も
多
く
み
ら
れ
、
ま
た
そ
の
当
た
り
外
れ
等
も
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
ひ
く
。

こ
の
ほ
か
八
幡
社
・
神
明
社
・
愛
宕
社
等
の
祭
礼
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
な
か
で
も
祇
園
会
の
山
・
ね
り
物

等
の
記
事
、
寺
社
の
修
復
に
関
す
る
記
事
は
、
一
つ
一
つ
は
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
事
数
は
多
い
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
幕
府
の
諸
国
巡
見
使
と
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
海
岸
巡
見
使
、
尾
崎
川
原
や

西
津
浜
で
の
調
練
、
海
防
お
よ
び
そ
れ
に
関
わ
る
台
場
築
造
、
安
政
大
火
後
に
広
小
路
に
新
た
に
掘
ら
れ
た
堀
川

（
新
川
）
な
ど
に
関
す
る
記
事
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
『
書
留
日
記
』
は
、
一
九
世
紀
前
半
を
中
心
と
し
た
小
浜
の
様
相
を
さ
ま
ざ
ま
に
記
録
し
た

も
の
で
あ
り
、
十
分
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
『
拾
椎
雑
話
』
の
後
を
継
ぐ
地

誌
的
役
割
を
も
担
う
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
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